
平成１４年（行ケ）第１９０号　審決取消請求事件　（平成１４年１１月１４日口
頭弁論終結）　
                　　　　判　　　　決
　　　　　原　　告　　　　　　　　株式会社ライオン事務器
　　　　　訴訟代理人弁理士　　　　牛木理一
　　　　　被　　告　　　　　　　　株式会社パイロット
          訴訟代理人弁理士　　　　村橋史雄、石田昌彦、遠藤祐吾
　　　　　　　　　　　　
                      　主　　　　文
  　　　原告の請求を棄却する。
　　　　訴訟費用は原告の負担とする。

                        事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
　　特許庁が無効２０００－３５５２８号事件について平成１４年３月１１日にし
た審決を取り消す、との判決。

第２　事案の概要
　１  特許庁における手続の経緯
　被告は、指定商品を第１６類「グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具」
とする登録第４３５８８１８号商標（平成１１年４月２７日出願、平成１２年２月
４日設定登録。以下「本件商標」という。別紙の(1)）の商標権者である。
　原告は、平成１２年９月２９日、被告を被請求人として、本件商標に対する登録
無効審判の請求をしたが（無効２０００－３５５２８号事件）、特許庁は、平成１
４年３月１１日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本
を同月２２日に原告に送達した。

  ２　審決の理由の要点
　審決は、本件商標と引用商標（登録第８４０６６９号。「グリップ」の片仮名文
字を横書きしてなるもの。別紙の(2)）とは、指定商品が互いに類似しないものであ
るから、本件商標が商標法４条１項１１号に違反して登録されたものということは
できず、その登録を無効とすることはできない旨判断した。審決の判断の要旨は、
以下のとおりである。

　【審決の判断の要旨】
　　　本件商標の商標の区分及び指定商品は、第１６類「グリップ部に軟質ゴムの
部材を装着した筆記具」とするものであり、他方、引用商標の商品の区分及び指定
商品は、平成３年政令２９９号による改正前の商標法施行令別表による第２５類
「紙類、文房具類、但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商
品を除く」とするものである。
　　　ところで、引用商標の指定商品中の「三角定規、地球儀、計算尺、そろば
ん、およびその類似商品を除く」において、「その類似商品」とは、該「三角定
規、地球儀、計算尺、そろばん」と生産部門、販売部門、品質、用途等において共
通する場合が多い「事務用紙、鉛筆類、絵画用材料、三角定規・地球儀・計算尺・
そろばんを除くその他の文房具類」を指すものと解される。　してみると、引用商
標の指定商品は、その指定商品から「文房具類（但し、「柄付き捕虫網、毒つぼ、
殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」を除く。）」が除かれたものといわなければなら
ない。
　　　そうであるならば、「文房具類（但し、「柄付き捕虫網、毒つぼ、殺虫管、
昆虫胴乱、昆虫採集箱」を除く。）」の範疇に属すると認められる本件商標の指定
商品「グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具」は、引用商標の指定商品
（実質的には、「紙類、柄付き捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」
を指定商品とする。）とは、生産部門、販売部門、品質、用途等を異にする場合が
多い非類似の商品といわざるを得ない。
　　　なお、請求人は、引用商標の商標権は、１回目及び２回目の更新登録出願に
おいて、商標の使用に係る商品として、それぞれ「事務用クリップ」、「クリップ
ファイル」について使用していることが認められ、更新登録がされているものであ
るから、引用商標の指定商品と本件商標の指定商品とは類似する旨主張するが、引



用商標の指定商品には、「文房具類（但し、「柄付き捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆
虫胴乱、昆虫採集箱」を除く。）」が除かれていることは、前記認定のとおりであ
るから、引用商標が２回の更新登録を受けたことをもって、本件商標の指定商品と
引用商標の指定商品とが非類似の商品であるとした前記認定が左右されるものでは
ない。
　　　以上のとおり、本件商標と引用商用とは、商標の類似について検討するまで
もなく、これらの指定商品は、互いに類似しないものである。
　　　したがって、本件商標は、商標法第４条１項１１号に違反して登録されたも
のということはできないから、同法４６条１項の規定によりその登録を無効とする
ことはできない。
　
第３　原告主張の審決取消事由の要点
  本件商標が商標法４条１項１１号に違反して登録されたものではないとした審決
の判断は誤りである（取消事由）から、審決は取り消されるべきである。

　１　商品の類似（本件商標と引用商標とは指定商品が類似すること）
　 （１）　引用商標は、指定商品を（旧）２５類（平成３年改正前の商標法施行令
１条別表による商品区分。以下この別表による商品区分には「（旧）」と表示す
る。）「紙類、文房具類、但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその
類似商品を除く」とするものであり、「文房具類」は、除かれた「三角定規、地球
儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品」以外の商品については、指定された
まま残されているものである。
　引用商標の指定商品が前記のような但し書のある指定商品に補正させられた理由
は、引用商標の審査過程で、（旧旧）１８類（大正１０年商標法の下での商品類
別。以下「（旧旧）」と表示する。）の「コンパス」を指定商品とした登録商標
「Ｃｌｉｐクリップ」（登録第３３１９９８号）との類似を理由とする拒絶理由が
示されたことに対し、（旧旧）１８類「教育用機械器具」に属する三角定規、地球
儀、「算数器」に属する計算尺、そろばん及びその類似商品を削除せざるを得なか
ったことによる。このような理由でなされた補正であるから、（旧旧）５１類の
「文房具」に属する「ペン及び鉛筆類」である「万年筆、鉛筆等」の筆記具が除外
されたものでないことは明らかである。上記拒絶理由で引用された商標の指定商品
は、「コンパス」であるから、これの類似商品と考えられた「三角定規、地球儀、
計算尺、そろばん、およびその類似商品」という、（旧旧）１８類の「教育用機械
器具、算数器」に属する商品を除外しているのであって、除外した商品に（旧旧）
５０類の「紙類、紙製品」及び（旧旧）５１類の「文房具」は含まれていないので
ある。
　したがって、引用商標の指定商品中には、ペン及び鉛筆類が残っているものであ
る。
　（２）　審決は、「引用商標の指定商品「紙類、文房具類、但し三角定規、地球
儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」とは、実質的には、「紙類、
柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」を指定商品として登録され
たものというべきであって、該指定商品中には「文房具類（柄付捕虫網、毒つぼ、
殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱を除く。）が除外されていると認められるものであ
る。」と判断したが、全くの誤りである。
　すなわち、（旧旧）１８類に属する「コンパス」（引用商標の拒絶理由引用商標
の指定商品）は（旧旧）５１類の「文房具類」に属する商品とは非類似の商品であ
ったのであるから、「但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似
商品を除く」の記載によって、柄付捕虫網等以外の文房具類をすべて除いたことに
などなるはずがない。
　一般に、ある概念中のものから、あるものを除外するとの表現形式がとられた場
合においては、その除外したものは、特にこれを除外する旨を明示したものに限ら
れ、その他のものには及ばないと解するべきである。指定商品が「紙類、文房具
類」と記載されているのに、その但し書の記載だけによって、文房具と呼ばれる商
品が実質的に全部除外され、指定商品に残っているのは「紙類」と「柄付捕虫網、
毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」だけで、「文房具類」は形骸だけのもの
になっているという審決の論理は、奇妙というほかない。
　（３）　引用商標は、「文房具類」に属する事務用クリップ及びクリップファイ
ルについて使用している事実が認められ、第１回目及び第２回目の更新登録がされ



ている（甲８、９）。このことは、特許庁自身、過去において、引用商標の指定商
品に「文房具類」に属する商品が残っていることを認めていたことを意味する。
　（４）　被告は、本件商標の指定商品（筆記具）の中概念に当たる「鉛筆類」
（商標法施行規則（旧）別表）と、引用商標の除外商品の中概念の「その他の文房
具類」（同（旧）別表）に属する「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん」とは類
似する商品であるから、引用商標の指定商品に「鉛筆類」は含まれないと主張する
が、失当である。「鉛筆類」と「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん」とは、生
産部門、用途及び需要者が一致しておらず、両者を類似する商品ということはでき
ない。

　２　商標の類似（本件商標と引用商標とは類似の商標であること）
　（１）称呼及び観念の類似
　本件商標は、何人も判読することができる数字の「２０２０」を表し、この数字
の最後の「０」の上側にやや斜めに｢ﾌﾚﾌﾚ｣の片仮名文字を小さく囲んで表し、数字
「２０２０」の上方部に「スーパーグリップ」の片仮名文字を大きく表してなるも
のである。
　本件商標は、外観構成の全体から「スーパーグリップ・ニセンニジュウ・フレフ
レ」と称呼される他、片仮名文字の「スーパーグリップ」の文字部分から、「スー
パーグリップ」の称呼及び観念を生ずる。
　しかし、「スーパー」の語は、「上の」「超」という意味を有する接頭語であ
り、商品の品質は性能を誇示するため、他の語に冠して通常使用されている語であ
る。すなわち、「スーパー」の語は、商品の品質表示であり、これ自体は自他商品
識別力を有しない部分であるから、自他商品の識別力を有する部分（要部）は「グ
リップ」である。
　したがって、本件商標は、「スーパー・グリップ」と称呼する外に、「グリッ
プ」の称呼及び観念を容易かつ自然に生ずるものである。
　これに対し、引用商標は、片仮名文字の「グリップ」の語からなるものであるか
ら、「グリップ」の称呼及び観念を生ずる。
　したがって、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において類似する、類似の
商標である。
　（２）被告は、本件商標は指定商品を「グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した
筆記具」としているから、「グリップ」の部分が需要者に把握・認識されることは
ないと主張するが、指定商品の記載にあるのは「グリップ部」であって「グリップ
ＧＲＩＰ」でないから、被告の主張は失当である。
　また、被告は、「ＧＲＩＰ」を含む文字を組み合わせた標章が各社によって数多
く登録されていることを理由に、それぞれが出所の混同を生じないような態様の標
章であると主張するが、いずれのものにおいても「ＧＲＩＰ」が要部であることに
変わりはない。被告は、本件商標は、「スーパー」と「グリップ」の２語が一体と
なって自他商品の識別力を発揮していると主張するが、取引の簡便さを考慮すれ
ば、「スーパーグリップ」と称呼せず単に「グリップ」と称呼して筆記具の商標と
して使用することは日常茶飯事である。本件商標には「２０２０」及び「フレフ
レ」の表示もあるが、これらは要部とはいえない。
　してみれば、両商標は上記称呼及び観念において相紛れる商標であって、類似す
る商標というべきである。

第４　被告の反論の要点
　１　商品の類似の主張に対して
　（１）　引用商標は、昭和３４年法の下で出願され、（旧）２５類の「紙類、文
房具類、但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」
を指定商品として登録されたものであるから、その指定商品の記載において但し書
で除外された「その類似商品」の内容も、大正１０年法時の基準ではなく、昭和３
４年法時の基準に従って判断されるべきである。
　「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん」は、昭和３４年法下の（旧）２５類の
「文房具類」に属する。そして、当時の類似商品の判断基準を示す特許庁商標課編
「『商品の区分』に基づく類似商品審査基準」によれば、「三角定規、地球儀、計
算尺、そろばん」と類似する商品とは、「事務用紙」「鉛筆類」「絵画材料」「そ
の他の文房具類」であるから、これらは引用商標の指定商品から除外されているも
のである。　



　原告は引用商標の指定商品記載の但し書に記載された「その類似商品」に「事務
用紙」「鉛筆類」「絵画材料」「（三角定規、地球儀、計算尺、そろばんを除く）
その他の文房具類」が含まれるとする解釈は不当であるというが、上記審査基準に
よれば、（旧）２５類の「文房具類（柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆
虫採集箱を除く。）」の見出し語に含まれるすべての商品は相互に類似する商品と
されており、「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん」が「文房具類」中の中概念
である「その他の文房具類」に属する商品であることは明らかであるから、「その
類似商品」を上記のように解することは、昭和３４年法時の類似商品の判断基準に
適合する妥当な解釈である。
　そして、「その類似商品」を以上のように解釈すれば、引用商標の指定商品は、
審決が認定したとおり、実質的に（旧）２５類の「紙類、柄付捕虫網、毒つぼ、殺
虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」となる。
　（２）　引用商標の指定商品の補正が（旧旧）１８類の「コンパス」との抵触関
係を解消するために行われたものであるとしても、そのことは引用商標の指定商品
表示における「その類似商品」の解釈に影響を与えるものではない。引用商標の指
定商品の範囲は、大正１０年法時の基準ではなく、引用商標の審査時の審査基準に
従って判断されるべきことは既に述べたとおりである。
　原告主張のように除外された「その類似商品」の範囲を解すると、登録出願の審
査において引用された商標がいつの法律に基づくものであるかによって、同一の表
示方法により表された指定商品の範囲が異なることになって、不合理である。ま
た、指定商品の補正がどのような意図の下に行われたかは、外部からは知り得ない
ことであるから、そのような審査時における出願人の主観的な事情は、指定商品の
範囲の解釈において考慮されるべきではない。商標法２７条２項の「指定商品の範
囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない」との規定における「指定商品
の範囲」は、その表示から判断される客観的な範囲を意味するものである。原告の
主張するような解釈を採ると、商標公報及び登録原簿等の指定商品の記載のみから
では登録商標の指定商品範囲を特定し得ないことになって、公示の意味が失われ、
取引の安全を著しく害する。
　（３）　引用商標の更新登録が認められたのは、特許庁の過誤によるというべき
であるから、文房具であるクリップ等の使用の事実に基づき更新登録が認められた
からといって、引用商標の指定商品の範囲の解釈に影響するものではない。
　（４）　本件商標の指定商品の中概念に当たる「鉛筆類」と、引用商標の除外商
品の中概念の「その他の文房具類」に属する「三角定規、地球儀、計算尺、そろば
ん」とは、最判昭和３６年６月２７日（民集１５巻６号１７３０頁）の基準に照ら
しても互いに類似する商品である。
　すなわち、「鉛筆類（筆記用具）」と「三角定規」等とは、生産部門において一
致するところが多く、販売部門、需要者の範囲においても一致し、商品の用途も密
接に関連するものであるから、両者は類似する商品である。
　したがって、「鉛筆類（筆記用具）」は、「三角定規・・・およびその類似商品
を除く」としたことにより、本件商標の指定商品から除外されているものである。
　
　２　商標の類似の主張に対して
　本件商標と引用商標とは、非類似の商標である。
　（１）　称呼・観念の非類似
　本件商標は、やや図案化された「スーパーグリップ」の片仮名文字と、大きく表
された「２０２０」の数字と、その数字の右斜め上方にやや斜めに書された雲形図
形で囲まれた「フレフレ」の片仮名文字とが組み合わされたものである。本件商標
は、その構成全体が一個の図案として、視覚上一体に認識される。需要者等が本件
商標から「グリップ」の文字部分のみを抜き出して認識し、取引に資することはな
い。したがって、本件商標より生ずる称呼は、「スーパーグリップ・ニセンニジュ
ウ・フレフレ」又は「２０２０」の数字に「フレフレ」の文字が付されていること
から、「スーパーグリップ・フレフレ」である。
　本件商標から「スーパーグリップ」の文字部分のみが抜き出されたとしても、こ
の文字部分はやや図案化された同一の書体により同大、同間隔で不可分一体に書さ
れているものであるから、さらにこの文字部分から「グリップ」の文字部分のみが
独立して本件商標に接する需要者に把握・認識されることはない。
　また、本件商標の構成中に含まれる「グリップ」の文字は、「握り部分」、「握
り柄」等を意味する外来語の「グリップ」として我が国において通用しているもの



である（乙２５、２６）。また、本件商標は、「グリップ部に軟質ゴムの部材を装
着した筆記具」を指定商品とするものであるところ、筆記用具の分野において「グ
リップ」の語は、商品の品質、形状を表示するものとして自他商品識別力を有しな
いものである。文房具を扱う日本の代表的な企業の商品カタログにおいて、筆記具
の握り部分は「グリップ」と指称され、疲れにくくフィット感がよいことを追求し
てグリップの形状、材質に特徴を持たせた商品が開発され、カタログ中に「ラバー
グリップ、エラストマー製グリップ、三角グリップ、メタルグリップ」等々と記載
され、宣伝広告されている（乙２７～５１）。このような実情からすれば、今日、
「グリップ」の文字自体は、これが筆記具について使用されても、商品の品質、形
状等を表示するものとして自他商品識別機能を発揮し得ないものであり、この文字
部分のみが独立して本件商標の要部であるとして需要者に認識・把握されることは
ない。
　また、文房具業界各社は、グリップ部に特徴を持たせた商品の品質等を暗示させ
ることを目的として、「グリップ」又は「ＧＲＩＰ」の文字を含むネーミングの商
標を多数選択し、文房具類等を指定商品とする商標登録を受けている（乙５５～６
７）。このように、文房具の分野において「グリップ」又は「ＧＲＩＰ」の文字を
商標の構成中に含むものが多数併存していることからしても、本件商標と引用商標
は互いに商品の出所の混同を生ずるおそれがないものである。
　さらに、本件商標は、被告の企業努力によって、被告の業務にかかる商品を表示
するものとして需要者に広く知られたものになっているから、本件商標から「スー
パーグリップ」の文字部分のみが抜き出された場合であっても、この文字部分から
生ずる称呼は「スーパーグリップ」だけであり、「グリップ」の称呼及び観念は生
じない。
　したがって、本件商標と引用商標とは、その称呼及び観念において相紛れること
のない非類似の商標である。
　（２）　外観の非類似
　本件商標と引用商標とは、その構成から非類似のものであることが明らかである
から、両者は外観において相紛れることのない非類似の商標である。
　（３）　取引の実情
　本件商標は、平成７年１２月ころより使用が開始され、以来約７年にわたり被告
によって継続的に使用されている（乙６８～７２）。筆記具の分野における被告の
商品の市場占有率は、油性ボールペンで１３．５％、シャープペンシルで１４．１
％と高く、本件商標を使用する商品は被告の筆記具の主力商品となっているから、
本件商標を使用する商品の販売数量・売上高は多大である。また、その宣伝広告費
は、過去３年分だけでもテレビ広告費が約３億６００万円、新聞広告費が約３４０
０万円であり、本件商標は被告の企業努力によって、被告の業務に係る商品を表示
するものとして、需要者に広く知られたものとなっている（乙７３～８５）。
　一方、引用商標は、原告発行の「ＬＩＯＮ総合カタログ２００２」にも引用商標
を使用した商品は全く掲載されておらず（乙８６）、原告によって全く使用されて
いないか、使用されているとしてもごく僅かであると推測される。
　以上述べた取引の実情からすると、本件商標と引用商標との間に商品の出所につ
いての誤認混同が生じるおそれはない。

第５　当裁判所の判断
　１　本件商標及び引用商標について
　（１）　本件商標は、別紙の(1)に示すとおり、白の縁取りをした黒の太字で「２
０２０」の数字を大きく表し、数字の最後の「０」の右肩部分に雲形図形で囲んだ
「フレフレ」の小さな片仮名文字を配し、「２０２０」の数字の上に数字よりも小
さな黒の片仮名文字で「スーパーグリップ」と一連に書してなる構成態様のもので
あって、平成１１年４月２７日に登録出願され、第１６類「グリップ部に軟質ゴム
の部材を装着した筆記具」を指定商品として、平成１２年２月４日に設定登録され
たものである。
　（２）　引用商標については、証拠（甲３の１、２、甲４、５、８、９）及び弁
論の全趣旨により、次の事実を認めることができる。
　引用商標は、「グリップ」の片仮名文字を横書きしてなり、別紙の(2)に示される
とおりの構成態様のものであって、昭和４１年１１月２２日に（旧）２５類「紙
類、文房具類」を指定商品として、福井商事株式会社（原告の旧名称）により商標
登録出願された。



　これに対し、（旧旧）１８類「コンパス」を指定商品とする登録第３３１９９８
号の商標「Ｃｌｉｐクリップ」（特公昭１５－２２４４、昭和１４年１０月２５日
出願、商標の構成態様は、頭文字の「Ｃ」を一際大きく記し、その後に文字間隔を
詰めたやや小さい文字の「ｌｉｐ」を続けて「Ｃｌｉｐ」とした欧文字の下に「ク
リップ」の片仮名文字を小さく表してなるもの。以下「「Ｃｌｉｐ」商標」とい
う。）を引用商標として、商標法４条１項１１号該当を理由とする拒絶理由が通知
された。
　この拒絶理由通知に対応して、引用商標の出願人は、昭和４３年１２月２６日付
けで意見書に代わる手続補正書を提出し、願書の指定商品の記載を（旧）２５類
「紙類および文房具、但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似
商品を除く」と補正した。
　引用商標は、昭和４４年１０月１５日登録査定され、同年１２月９日に、商品の
区分及び指定商品を（旧）第２５類「紙類、文房具類、但し三角定規、地球儀、計
算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」として、商標権の設定登録（商標登
録第８４０６６９号）がされ、その後、昭和５５年３月２８日（第１回目）、平成
２年８月２９日（第２回目）及び平成１２年１月１８日（第３回目）の３回にわた
り存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続している。なお、第１回目及び第２
回目の更新登録は、「事務用クリップ」及び「クリップファイル」について引用商
標を使用している事実を証明することによって、認められたものである。

  ２　商品の類否について
　まず、本件商標の指定商品が引用商標の指定商品と類似するか否かを判断する。
　（１）　ここでの争点は、引用商標における指定商品の表示「紙類、文房具類、
但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」の解釈で
あり、より具体的には、「但し・・・を除く」の記載（以下「但し書」ということ
がある。）によって除外された「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん及びその類
似商品」の範囲である。これは、引用商標の指定商品「紙類、文房具類」に残され
たもの（審決のいう引用商標の「実質的な指定商品」）は何か、と言い換えてもよ
い。
　（２）　上記争点について、審決は、引用商標の指定商品についての記載「三角
定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」において、「その
指定商品」とは、該「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん」と生産部門、販売部
門、品質、用途等において共通する場合が多い「事務用紙、鉛筆類、絵画用材料、
三角定規．地球儀．計算尺．そろばんを除くその他の文房具類」を指すものと解さ
れる、とし、この前提に立って、「文房具類（但し、「柄付き捕虫網、毒つぼ、殺
虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」を除く。）」の範疇に属する本件商標の指定商品
（グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具）は、引用商標の指定商品（実質
的には、「紙類、柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」）とは、
生産部門、販売部門、品質、用途等を異にする場合が多い非類似の商品であると判
断した。
　（３）　しかしながら、引用商標の指定商品が実質的には「紙類、柄付捕虫網、
毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」であるとする審決の上記判断は、以下の
理由により、是認することができない。
　商標法にいう指定商品とは、商標登録出願人が商標法６条１項の規定により、商
標登録出願の願書に、その出願に係る商標を使用するものとして指定した商品であ
るところ、商標登録出願に当たり、いかなる商品を指定商品とするかは、出願人の
意思に委ねられているのであるから、願書に指定商品として記載されたものがどの
範囲の商品（商品群）であるかは、第一義的には、願書に指定商品を記載すること
によって表示された意思の客観的な解釈の問題であるということができる。このこ
とは、願書の指定商品の記載が「商品Ｘ、但しＡ及びその類似商品を除く。」とい
う表現形式を採っている場合も同様であって、商標を使用する商品として指定され
ているものの内容は、記載の解釈によって定まり、これが定まった後に初めて、対
比されるべき商標の指定商品との間で商品が類似するか否かを判断することになる
のである。もとより、願書に記載された指定商品の解釈は、商標権の効力が指定商
品と同一の商品及び類似の商品に及ぶことを考えれば、出願人の主観的意図のみに
基づくものであってはならず、商標権の及ぶ商品の範囲を公示するものとして商標
公報及び登録原簿に記載された指定商品の記載（表示）を第三者がどのように理解
するかという観点からする客観的解釈でなければならない。そして、事の性質が表



示の解釈である以上、指定された商品の範囲についての判断の基準は、商標法４条
１項１１号（商標登録阻却事由）にいう商品の類否判定について用いられる判定基
準、すなわち、同一又は類似の商標を使用した場合に出所の誤認混同を生ずる商品
かどうかを取引の実情（生産部門、販売部門、用途、需要者の範囲等）を考慮して
判断するという、出所混同が生ずる客観的範囲に基づく判定基準とは自ずと異なっ
たものになると考えられる。
　ところで、審決は、引用商標の指定商品の記載「紙類、文房具類、但し三角定
規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」における「その類似
商品」の範囲を、商標法４条１項１１号にいう「類似する商品」を判断する際に用
いられる特許庁の「『商品区分』に基づく類似商品審査基準」をそのまま当てはめ
ることによって解釈していることが明らかであるが、これは誤りであるといわざる
を得ない。
　すなわち、上記審査基準は、特許庁が商標の登録審査において商品の類否を判定

する際の一般的標準を定めたものであって、その （四角カッコ）で囲った見
出しの商品に含まれる商品は原則として互いに類似商品と推定されるというもので
あるところ、この場合における商品の類否判定は、先願登録商標と同一又は類似の
商標が同一又は類似の商品について登録されることを防止するためになされるもの
であるから、同審査基準において商品Ａの類似商品とされる範囲は、Ａ商品を指定
商品とする商標（先願登録商標）とＸ商品を指定商品とする商標（出願商標）につ
いて、それらの商標を使用した商品相互の間で出所の誤認混同を生ずるおそれがあ
るかという観点に立って定められているものと解される。このような、出所混同を
生ずる範囲という観点から定められる「商品Ａの類似商品」と、出願人が商標を使
用する商品を指定するに当たって、指定商品から除外するものとして表示された
「商品Ａの類似商品」の範囲とが、必ずしも一致するものでないことは、先に述べ
たところから明らかである。
　本件に即して述べると、先願登録商標の指定商品が「Ａ」と記載されている場合
には、商標法４条１項１１号にいう商品Ａに「類似する商品」の範囲を上記審査基
準に従って判定することができるが、指定商品の記載が「Ｘ　但しＡ及びその類似
商品を除く」となっているときには、「但し・・・を除く」の文言によって、指定
商品の範囲は、「ＸからＡ及びＡの類似商品を除いたもの（Ｘ－ＡとＡの類似商
品）」となっているのであるから、上記審査基準を適用し得るのは「Ｘ－ＡとＡの
類似商品」についてであって、除かれる「Ａの類似商品」については、上記審査基
準に示された判定基準がそのまま妥当するものではないのである。
　（４）　そこで、引用商標についての指定商品の記載「紙類、文房具類、但し三
角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く。」に立ち帰っ
て、上記記載中の但し書にいう「その類似商品」をいかに解釈すべきかを検討す
る。
　　　ア　まず、引用商標は、昭和４１年１１月２２日の出願であるから、その指
定商品の表示は、その出願時において適用されていた商標法施行規則（旧）別表に
基づいているものと解される。
　そこで、商標法施行規則（旧）別表の第２５類「紙類　文房具類」を参照する
と、同（旧）別表２５類の商品は、「紙類」と「文房具類」に大分類され、後者の
「文房具類」は、さらに「一　事務用紙」、「二　鉛筆類」、「三　絵画用材
料」、「四　その他の文房具類」に中分類され、「四　その他の文房具類」中に、
「定規」、「そろばん」、「計算尺」が掲げられていることが認められる。なお、
「地球儀」は商標法施行規則（旧）別表２５類には例示されていないが、現行の商
標法施行規則別表第１６類の「九　文房具類」中の中分類「(四)　その他の文房具
類」には、「定規」「そろばん」とともに「地球儀」が記載されているから、
（旧）別表の下でも「その他の文房具類」に属する商品と解される。
　    イ　以上のことを念頭において、引用商標の指定商品の記載をみると、
「・・およびその類似商品を除く。」との記載の直前には、「三角定規、地球儀、
計算尺、そろばん」と記載されているから、ここでいう「その類似商品」とは、直
前に例示された商品「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん」と共通点を持つもの
として、これらの商品から容易に類推される商品を意味しているとみるのが文脈に
即した最も自然な理解である。
　そして、例示された「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん」が、いずれも「事
務用紙」、「鉛筆類」、「絵画用材料」とは異なる中項目で括られた「その他の文



房具類」に属する商品であることからすれば、「その類似商品」として通常想起さ
れる商品の範囲は、広くみてもせいぜい「その他の文房具類」に属するものの範囲
にとどまり、これを超えて、「事務用紙」、「鉛筆類」、「絵画用材料」にまで及
ぶものではないと解するのが相当である。
　　　ウ　被告は、引用商標の指定商品の記載の解釈は、「但し・・・その類似商
品を除く」との補正がされた時点における類似商品の範囲を基準としてなされるべ
きであるから、補正時における「『商品区分』に基づく類似商品審査基準」によれ
ば「その類似商品」とは「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん」が属する「文房
具類」（大分類）のうち「柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」
を除くすべての商品であると解するのが正当であり、審決の判断は正しいと主張す
る。
　しかしながら、「但し・・・およびその類似商品を除く」と記載された場合の
「類似商品」の範囲について上記審査基準に示された判断基準が直ちに当てはまる
ものでないことは前示のとおりである。
　しかも、「その類似商品」を審決のように解するときは、指定商品に「文房具
類」との記載があるにもかかわらず、実際には、商標法施行規則（旧）別表に第２
５類「文房具類」として例示されたすべての商品（「一　事務用紙」、「二　鉛筆
類」、「三　絵画用材料」及び「四　その他の文房具類」の項目分類の下に例示さ
れているすべての商品）が除外され、ただ、「『商品区分』に基づく類似商品審査
基準」に（旧）２５類「文房具類」に類似しない商品として挙げられた「柄付捕虫
網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」のみが「紙類」とともに指定商品に
残されているということになるが、そのようなことは「文房具類」を記載している
指定商品の表示の理解として極めて不自然であって、補正をした出願人はいうに及
ばず、およそ商標公報及び商標登録原簿の指定商品の記載に接した世人が予期する
ところではないというべきである。
      エ　ちなみに、引用商標の指定商品についてされた補正は、先に認定したと
おり、（旧旧）１８類「理化学、医術、測定、写真、教育用ノ器械器具、眼鏡及算
数器ノ類並其ノ各部　試験管、外科用器械、歯科用具、度量衡器、感光膜、活動写
真映画、製図器、体操用器具、望遠鏡、顕微鏡等」に属する「コンパス」を指定商
品として登録された「Ｃｌｉｐ」商標との抵触を回避するためにされたものであ
り、この補正の経緯からみても、出願人が「文房具類」に属する商品のほとんどす
べてを指定商品から除外する意思で補正をしたのでないことは明らかである。
　そして、本件においては、既に説示したとおり、引用商標における指定商品の記
載自体からみて、引用商標の指定商品には（旧）２５類の「文房具類」に属する商
品のうち「事務用紙」、「鉛筆類」、「絵画用材料」に属するものが残されている
と解されるのであり、補正における出願人の意図が上記のとおりのものと認められ
る以上、「その類似商品」の範囲を前記イのとおり解しても、出願人が補正により
いったん放棄した範囲を指定商品として回復させるような不当な結果となるもので
はない。
　　　オ　被告は、また、引用商標の指定商品から除外された「三角定規」等は、
販売部門、用途、需要者層の共通性により、本件商標の指定商品「筆記具」が属す
ると認められる（旧）別表２５類の「文房具類中」の「鉛筆類」と類似する旨主張
するが、仮に「三角定規」等と「鉛筆類」の間に被告の主張するような共通性を認
め得たとしても、前記（２）に述べたとおり、そのことから直ちに鉛筆類が指定商
品から除外されるものとして表示された「その類似商品」に含まれるということは
できない。引用商標の指定商品表示における「その類似商品」の解釈については、
イに示したとおりであり、被告の主張は採用することができない。
  （５）　以上によれば、引用商標の指定商品には、「文房具類」中の「事務用
紙」、「鉛筆類」、「絵画用材料」に属する商品（鉛筆類（筆記具）を含む。）が
残されているというべきである。
　そうすると、本件商標の指定商品（「文房具類」中の「筆記用具」に属する「グ
リップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具」）は、引用商標の指定商品と類似す
る商品であり、本件商標が引用商標と指定商品において類似しないとした審決の判
断は、誤りであるといわざるを得ない。

　３　商標の類否
　そこで、さらに進んで、本件商標と引用商標の類否について検討する。
　（１）　本件商標及び引用商標の構成態様は、前記２の（１）、（２）にそれぞ



れ認定したとおりであって、両商標は外観において明らかに相違する。
　（２）　次に称呼及び観念について検討するに、本件商標は、数字の「２０２
０」と片仮名文字の「スーパーグリップ」及び「フレフレ」を含んでいるから、本
件商標から生じうる称呼としては、「ニセンニジュウ」、「スーパーグリップ」、
「フレフレ」又はこれらの語を続けた「スーパーグリップ・ニセンニジュウ・フレ
フレ」、「スーパーグリップ・フレフレ」、「スーパーグリップ・ニセンニジュ
ウ」等々を考えることができる。しかしながら、本件商標の「スーパーグリップ」
の文字部分については、それが同大、同一書体の文字を一連に書したものであるこ
と、及び「スーパーグリップ」とよどみなく一連に発音し得るものであることか
ら、「スーパー」だけを切り離した「グリップ」の称呼及び観念を生ずることはな
いと認めるのが相当である。
　（３）　原告は、本件商標の文字部分「スーパーグリップ」のうち「スーパー」
は品質等を表す接頭語にすぎず、識別力を発揮し得ない部分であるから、本件商標
の要部は「グリップ」である旨主張する。しかしながら、本件商標は、白い縁取り
で強調された数字の「２０２０」とその上の「スーパーグリップ」の文字及び「フ
レフレ」の文字を囲んだ雲形図形で構成された視覚上の一体性の強い構成であっ
て、その構成中の一部分である「スーパーグリップ」の文字部分の中から、更に
「グリップ」だけが取り出されて認識・把握され、出所が識別されるものと認める
ことは困難である。さらに、「グリップ」の用語は、「握り柄」や「握り部」を表
す普通名称として広く知られ、かつ一般的に使用されており（乙２５、２６）、文
房具業界各社の商品カタログ等によると、筆記具等の握り部は「グリップ」と呼ば
れ、機能性や使用感を向上させるために握り部（グリップ）に特徴を持たせた商品
が各種開発され、その握り部について「グリップ」を含む各種呼称が用いられてい
ることが認められる（乙２７～５１）。また、文房具類の分野においては「グリッ
プ」又は「ＧＲＩＰ」の文字を含む多数の登録商標が併存している状況も認められ
るのであって（乙５５～６７）、これらの事情をも考慮すると、本件商標に含まれ
る「スーパーグリップ」の文字中の「グリップ」は、自他商品識別力の微弱な部分
であって本件商標の要部とはなり得ないものと認められる。
　（４）　以上のことを総合すると、本件商標と引用商標とは互いに相紛れること
のない非類似の商標と認めるのが相当である。

　４　結論
　２に示したとおり、審決は、本件商標と引用商標とが商品において類似しないと
した判断において誤ったものというべきであるが、３に示したとおり、本件商標は
引用商標と非類似の商標と認められるものであるから、本件商標は、商標法４条１
項１１号に該当するものではない。したがって、本件商標は商標法４条１項１１号
に違反して登録されたものではない、とした審決の判断には、結局、誤りがないこ
とに帰し、この判断に基づき、「本件審判の請求は成り立たない」とした審決の結
論は相当である。
　原告主張の審決取消事由は理由がなく、原告の請求は棄却されるべきである。
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